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＜ニュースの内容＞ 

◼ 保育三団体協議会、新型コロナウイルス感染症への対応について厚生労働省と意見交換 

◼ 緊急事態宣言解除後の対応等について、事務連絡が発出される（厚生労働省） 

◼ 保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策について（厚生労働省） 

◼ 「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子

育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」にかかる FAQ について（内閣府等） 

―職員の賃金の支払いについての項目が追記される 

◼ 令和 2 年度幼稚園教員資格認定試験について（文部科学省等） 

◼ 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について（厚生労働省） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆ 保育三団体協議会、新型コロナウイルス感染症へ

の対応について厚生労働省と意見交換 

令和 2 年 5 月 13 日、保育三団体協議会において、厚生労働省子ども家庭局保育課

長 矢田貝泰之氏らと意見交換が行われました。 

緊急事態宣言が発令されている中での開催のため、厚生労働省の会議室において感

染防止の配慮をした上で、出席者を絞り、短時間の開催となりました。意見交換には、

全国保育協議会から奥村尚三副会長が出席しています。 

国の緊急事態宣言の一部解除に向けた動きの中で、保育所・認定こども園等にお

ける解除後の課題を話し合うとともに、奥村副会長からは、緊急事態宣言の解除後

の対応について、現場が混乱しないよう、国からの方針を示していただくよう伝え

ました。 

また、感染が拡大する中で、保育現場の感染予防の取り組みや、保育士の日々の

努力によって保育が成り立っていること、長期化する登園自粛の中で様々な工夫を

しながら在宅の子ども・保護者への各種支援にあたっている保育現場の状況等につ

いて発言しました。 
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矢田貝課長からは、保育現場の日々のご苦労への感謝の意が表明されるとともに、

意見交換が現場の課題や取り組みを知るいい機会になったとの発言がありました。

また、緊急事態宣言解除後の対応については、国として何らかの周知（例えば事務

連絡等の発出）を検討していることなども示されました。 

なお、意見交換に先立ち、緊急事態宣言の一部解除が検討されていること、今後

新型コロナウイルスと共存する生活等が求められ、対応が長期化することを踏まえ、

全国保育協議会では、全国保育士会正副会長からも意見を聴きながら、下記の内容

を考え方として取りまとめました。 

当日は、下記の内容に基づいて発言が行われるとともに、今後も、全国保育協議

会では、全国保育士会に意見も聴きながら、保育現場の課題や取り組みについて厚

生労働省保育課へ引き続き情報提供することとしています。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関する現状と課題等について 

～緊急事態宣言一部解除等の動きを視野に入れて～ 

１．緊急事態宣言解除後の課題への対応 

緊急事態宣言が解除される際には、地域の状況に応じて安全性を確保した保育

の再開に配慮する必要がある。段階的な受入れなど、感染防止対策とともに子ど

もたちの安心・安全な環境づくりに向けて、国として保育所等再開に向けた基本

的な方針の提示が必要になる。 

また、感染予防・拡大防止の観点から、マスク・消毒液の確保について、引き

続き優先的に入手できるよう、国からの働きかけが必要になる。  

２．保育士等職員への支援 

  保育士等職員は、3 密を避けることが困難な保育現場において、感染リスクの

不安を抱えながら、強い使命感のもと、感染防止に平時以上の労力をかけ、一人

ひとりの子どもの状況に応じた保育に取り組んでいる。こうした現場への理解と

ともに、感染症対策に関する最新情報や指針の提供、保育士等職員への各種支援

についての配慮を求める必要がある。 

３．登園を控えている子どもと保護者への支援 

  全国の保育所等では自治体の判断により、感染拡大防止のための登園自粛や臨

時休園等の措置が図られ、多くの保護者に家庭での保育に理解と協力を得てい

る。状況が長期化し、在宅で過ごす子ども・保護者のストレスが強くなっている。 

保育所等においては、電話やインターネット等オンライン環境により家庭保育

の支援、見守りや保護者の相談支援などを行っているが、そのための環境整備等

の支援が必要になっている。 
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４．地域の子どもと保護者への支援 

  感染拡大防止のため、子育て中の保護者の相談に応じたり、交流の場を提供し

たりする子育て支援センター等は休館や機能の縮小となっている。また、虐待を

受けている疑いのある子どもの見守りも困難な状況にある。 

保育所等に通っていない子どもへの支援として、相談支援の実施などが求めら

れ、これまで以上に、市町村等の行政や保育所等関係機関との連携強化が求めら

れる。家庭とオンラインでつながる支援など、実現可能な取組の検討と推進も必

要になる。 

 

 

◆ 緊急事態宣言解除後の対応等について、事務連絡

が発出される（厚生労働省） 

令和 2 年 5 月 14 日、厚生労働省は、下記の事務連絡を発出し、緊急事態宣言解除

後の対応について、考え方を説明しています。 

 

（1） 緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応

について（令和 2 年 5 月 14 日、事務連絡） 

（全国保育士会事務局抜粋） 

緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について  

（令和 2 年 5 月 14 日時点） 

本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第 1 項第 2 号の緊急事態措

置を実施すべき区域について、一部の都道府県について区域の指定の解除がなさ

れた。これに伴う保育所等における対応について以下のとおりお示しする。指定

を解除された都道府県内の市区町村においては参照いただきたい。  

（保育所について） 

1．保育所の開所等の判断について 

（1）保育所については、保護者が働いており、家に 1 人でいることができない年

齢の子どもが利用するものであることから、感染の予防に留意した上で、原

則として開所いただくようお願いする。 

（2）ただし、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2 年 5 月

14 日変更）においては、指定を解除された地域においても、基本的な感染防
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止策の徹底等を継続する必要がある旨などが示されていることから、引き続

き、一定期間、感染防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者

に対して、市区町村の要請に基づき、園児の登園を控えるようお願いするこ

とが考えられる。その際にも、必要な者に保育が提供されないということが

ないよう、市区町村において十分に検討いただきたい。いずれにしても、登

園自粛をお願いするか否かの判断は市区町村において行われたい。 

（3）また、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応について（第二報）」（令和 2 年 2 月 25 日付け事務連絡）に基づき、

保育所の園児や職員が罹患した場合又は地域で感染が拡大している場合は、

市区町村等において臨時休園を検討いただきたい。その場合にも、子どもの

保育が必要な場合の対応として、訪問型一時預かりや保育士による訪問保育、

ベビーシッターの活用等の代替措置を講じていただくようお願いする。  

2．保育所における感染予防について 

（1）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2 年 5 月 14 日変更）

においては、指定を解除された地域においても、基本的な感染防止策の徹底

等を継続する必要がある旨などが示されていることから、「保育所等における

新型コロナウイルスへの対応にかかる Q＆A について（第四報）」（令和 2 年

5 月 14 日付け事務連絡）の問 5 などに基づき、保育所における感染予防に取

り組んでいただくようお願いしたい。 

（2）また、令和 2 年度補正予算においても、市区町村がマスクや消毒液の購入等

に必要となる経費の補助（上限 50 万円）が措置されているところであり、保

育所における感染予防を行うに当たっては積極的に活用されたい。 

（3）この他、人との接触を減らす観点から、園児の登降園の時間を可能な限り分

散させるようお願いすることや、イベントの開催に際して参加人数を抑える

ことや参加者間のスペースを確保することなども考えられ、市区町村におい

て適切に対応されたい。 

内容の詳細は下記ホームページの「56」をご確認ください。 

■厚生労働省トップページ  > 政策について  > 分野別の政策一覧  > 子ども・子育て> 子ど

も・子育て支援 > 保育関係 > 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 

 

 

（2） 保育所等における感染拡大防止のための留意点について（第二報）（令

和 2 年 5 月 14 日、事務連絡） 

罹患が確認されない子ども・職員についての留意事項が示されました。  

保育所等における感染拡大防止のための留意点 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html


5 

 

（職員等について） 

○ 保育所等の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱や呼吸器症

状（以下「発熱等」という。）が認められる場合には、出勤を行わないことを

徹底する。保育所等にあっては、該当する職員について、管理者への報告によ

り確実な把握が行われるように努めること。 

過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、

呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状

況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意するこ

と。 

ここでいう職員とは、子どもに直接サービスを提供する職員だけでなく、事

務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員やボランティア等を含むも

のとする。 

委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で

行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもら

い、発熱等が認められる場合には立ち入りを断ること。 

○ 該当する職員については、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受

診の目安について（令和 2 年 5 月 8 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本

部事務連絡）」を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。 

（子どもについて） 

○ 保育所等の登園に当たっては、登園前に、子ども本人・家族又は職員が必要

に応じて本人の体温を計測し、発熱等が認められる場合には、利用を断る取扱

いとする。 

過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、 

呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状

況が解消した場合であっても、引き続き当該子どもの健康状態に留意するこ

と。 

    上記にかかわらず、病児保育事業の利用について妨げるものではないが、

当該子どもの保育所等が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための

臨時休園を実施している場合等については、感染の状況や受診した医師の診

断を参考に、利用の可否について、慎重に判断すること。 

○ 市区町村や保育所等においては、都道府県等や衛生主管部局、地域の保健所

と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観

点で保育所等において必要な対応がとられるように努めるものとする。  

内容の詳細は下記ホームページの「57」をご確認ください。 

■厚生労働省トップページ  > 政策について  > 分野別の政策一覧  > 子ども・子育て> 子ど

も・子育て支援 > 保育関係 > 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
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（3） 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q＆A につい

て（第四報）（令和 2 年 5 月 14 日現在）（令和 2 年 5 月 14 日、事務連絡） 

問 6 が修正されました。 

（全国保育士会事務局抜粋） 

（登園を避けるよう要請する目安） 

問 6 発熱に関して、低年齢児の場合、一般に体温が変動しやすい。何を基準に判

断すればよいか。 

○ 「保育所等における感染拡大防止のための留意点について（第二報）（令和 2

年 5 月 14 日）」に基づき、発熱等がある場合は登園を避けるよう要請するこ

ととしています。ただし、発熱の判断をする際には、平熱に個人差があること

について留意することが求められます。また、今般の新型コロナウイルスを発

症した人の中には、あまり高い熱が出ないケースも見受けられます。子どもの

個々の取り扱いについては、主治医や嘱託医と相談するとともに、判断に迷う

場合は市区町村や保健所とも相談の上対応してください。 

内容の詳細は下記ホームページの「58」をご確認ください。 

■厚生労働省トップページ  > 政策について  > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て> 子ど

も・子育て支援 > 保育関係 > 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 

 

 

◆ 保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対

策について（厚生労働省） 

令和 2年 5月 14日、厚生労働省は、標記内容についての交付要綱等を発出しました。 

マスク等の購入への補助金については、令和 2 年度補正予算の成立に伴い、令和元

年度分と合わせて 50 万円の限度額（市町村事業と合わせて実施される場合にも合計

50 万円であり、施設からの申請が 50 万円以下に設定されている場合もあります）が

設定されています。申請受付等の詳細は、市町村にお尋ねください。併せて、Q&A

も改正されています。 

詳細は、別添の資料をご参照ください。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
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◆ 「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨

時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育

てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」

にかかる FAQ について（内閣府等） 
―職員の賃金の支払いについての項目が追記される 

令和 2 年 4 月 28 日、厚生労働省は標記事務連絡を各都道府県、指定都市、中核市

子ども・子育て支援新制度担当部局宛に発出しました。 

本事務連絡では、次の項目 1 点が追記されています。 

No.11 公定価格 

（問） 

公定価格について臨時休園等の場合についても通常通り支給することとされ

ていますが、職員の賃金の支払いについてどのように対応すべきですか。 

（答） 

公定価格においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っ

ている場合においても、通常どおり給付を行い、施設の収入を保証することと

しています。人件費の支出についても、これを踏まえて適切にご対応いただく

べきと考えております。 

また、公定価格について施設型給付費等の取扱いに変更がないことは、すでに次

の内容が示されています。 

No.10-3 公定価格 

（問） 

令和 2 年 4 月以降、臨時休園等の期間中の施設型給付費等の取扱いに変更は

あるのでしょうか。 

（答） 

令和 2 年 4 月以降についても、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で

臨時休園等している場合の施設型給付費等については、通常どおり支給します。 

また、各種加算や加減調整・乗除調整の取扱いについても同様に、臨時休園等

により各種加算の要件を満たせない場合等であっても通常通り支給します。 

本文等の内容の詳細は下記ホームページの「54」をご確認ください。 

■厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て> 子ども・子

育て支援 > 保育関係 > 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
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◆ 令和 2 年度幼稚園教員資格認定試験について（文部

科学省等） 

幼稚園教員資格認定試験は、文部科学省が実施（独立行政法人教職員支援機構が事

務を担当）しています。 

稚園教員資格認定試験は、保育士等として一定の勤務経験を有する方が幼稚園教

諭免許状を取得する方策として実施している試験です。この認定試験に合格した方

は、都道府県教育委員会に申請すると幼稚園教諭の二種免許状が授与されます。  

この幼稚園教員資格認定試験について、今年度試験の受験案内が公表されました。

出願期間は 5 月 22 日（金）～6 月 5 日（金）、試験日は 9 月 13 日（日）です。 

詳細は、下記ホームページをご参照ください。 

■独立行政法人教職員支援機構トップページ > 教員免許 > 教員資格認定試験 > 令和 2 年度 教

育資格認定試験 

https://www.nits.go.jp/menkyo/shiken/2020/ 

 

 

◆ 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受

診の目安」の改訂について（厚生労働省） 

令和 2 年 5 月 11 日、厚生労働省は標記事務連絡を各都道府県、指定都市、中核市

民生主管部局宛に発出しました。 

本事務連絡では、新型コロナウイルス感染症専門家会議の議論を踏まえ、感染症

の相談・受診の目安が改訂されました。 

（全国保育士会事務局抜粋） 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（こ

れらに該当しない場合の相談も可能です。） 

☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれ

かがある場合 

☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある

場合 

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受

けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方  

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

https://www.nits.go.jp/menkyo/shiken/2020/
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（症状が 4 日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症

状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同

様です。） 

○ 相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがありま

す。）の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあ

るので、ご活用ください。 

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・

接触者相談センター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センタ

ーやかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、

検査については医師が個別に判断します。 

本文等の内容の詳細は下記ホームページの「55」をご確認ください。 

■厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て> 子ども・子

育て支援 > 保育関係 > 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html

